
債権者各位 

アルゼンチン共和国 

債権者集会日時及び会場のご案内 

 

この度、アルゼンチン共和国は、第 4回ないし第 7回アルゼンチン共和国円貨債券に関し

て債権者集会を開催いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

日時  

平成 31年 2月 22日（金曜日） 

第 4回債：午前 9時 30分開場、午前 10時開会 

第 5回債：午前 11時 30分開場、午後 0時開会 

第 6回債：午後 2時開場、午後 2時 30分開会 

第 7回債：午後 4時開場、午後 4時 30分開会 

※ お持ちの債券の種類によって債権者集会開催時刻が異なります。お間違えのな

いようお越しください。 

 

会場  

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

〒100-8136 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング 20階 

 



 

電車・地下鉄でお越しの場合 

東京メトロ 東西線・ 千代田線・ 

半蔵門線・ 丸ノ内線、 

都営地下鉄 三田線「大手町駅」C6a出口直結 

JR、東京メトロ 丸ノ内線「東京駅」 

地下道にてアクセス可能 

 

お車でお越しの場合 

首都高速都心環状線「神田橋」出口より約 5分 

 

駐車場のご案内 

車でお越しの場合は、地下 2階の駐車場をご利用 

ください。 

 

 

本債権者集会の開催日時その他についてのご質問は、アルゼンチン共和国の日本における

代理人である小島国際法律事務所へご照会ください。 

（日本における代理人）小島国際法律事務所 

（お問い合わせ先）アルゼンチンデスク 電話 03-3222-1408 


